
訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
公
用
車
管
理
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
公
用
車
管
理
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
埼
玉
県
教
育
局
等
公
用
車
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
教
育
局
等
公
用
車
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
に
改
め
る
。 

  
 

様
式
第
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

   
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

  

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
三
項
中
「
様
式
第
一
号
の
安
全
管
理
者
選
任
報
告
書
」
を
「
統
括
安
全
衛
生
管
理

者
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
五
項
中
「
様
式
第
二
号
の
衛
生
管
理
者
選
任
報
告
書
」
を
「
統
括
安
全
衛
生
管

理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
様
式
第
三
号
の
衛
生
推
進
者
選
任
報
告
書
」
を
「
統
括
安
全
衛
生
管

理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
三
項
中
「
様
式
第
四
号
の
作
業
主
任
者
選
任
報
告
書
」
を
「
統
括
安
全
衛
生
管

理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
三
項
中
「
認
印
、
」
を
削
る
。 

「 

」 

点
検

者
印

 

安
全
運
転
管
理
者
又
は

 

車
両
取
扱

監
督
者
印

 

「 

「 確
認
印

 
確
認
者

 

「 点
検

者
 

安
全
運
転
管
理
者
又
は

 

車
両

取
扱

監
督

者
 

」 

き
裂

 

」 

」 

亀
裂

 
払
し
ょ
く

 
払
拭

 

「 

」 

点
検

者
印

 

安
全
運
転
管
理
者
又
は

 

車
両
取
扱
監
督
者
印

 



 
 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
五
号(

一)

及
び
様
式
第
五
号(

二)

中
「 

 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「 

 

」
及
び
「 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 
則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、 

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

受
領
印

 
受
領
者

 

□ 印□ ㊞
 

平
成

 

」 

平
成

 

「 

平
成

 

「 

」 


